
�各担当課、市役所 ３階 閲覧所、公文書館、
駅前総合案内所、すこやかセンター、
エルセンター、市立図書館、各地区会館、
もりやまエコパーク交流拠点施設
※市HPでも公開しています。

　1月27日(火)までに右記意見提出フォーム、
メール、ファクス、郵便(必着)または直接、各
担当課へ。メールの場合は、件名を「パブリック
コメント手続きの意見提出」としてください。住
所、氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)、
電話番号などの記入は任意です。

意見の提出方法資料の閲覧場所

パブリックコメントを実施
　下記の計画案に対する市民の皆さまのご意見を募集します。なお、お寄せいただいたご意見・情報は、整理
したうえで後日公表します(ご意見以外は公表しません)。また、個別のご意見・情報には直接回答しません。

実施期間　1月27日(火)まで

　使用料や手数料は、公共施設などを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するた
め、4年ごとに見直しを行っています。受益者負担の原則に基づき、今回見直しを行った結果、 物
価高騰による施設の維持管理経費が増大していることや、県内他市の見直し状況を踏まえ、原則
1.5倍を上限に使用料・手数料の一部を改定します。
　対象施設など詳しくは、市HPをご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。

４月１日（水）から公共施設の使用料と手数料を変更

問財政課　 （582）1114　 （582）0539

ホームページ

守山市版DX推進方針(第2期)の策定
　令和８年度～令和12年度の5年間を計画期間とし、国の自治体DX推進計画に基づく、守山
市の自治体DXの取り組みを示す方針です。この方針により、「市民」「まち」「行政」の項目
ごとの「市民利便性向上に向けた、人にやさしいデジタル化」を進めます。
問�ICT政策課　 ・有（582）1124　 （582）0539

第5期守山市地域福祉計画の策定
　「地域共生社会」の実現をめざし、地域福祉をさらに推進していくため、「人と人、人と地域がつながり、 
自分らしく安心して暮らすことができるまち」を基本理念に、 「多彩なコミュニティを育むまちづくり」
「多彩な社会参加にチャレンジできるまちづくり」 「一人ひとりが安心して暮らすことがで
きるまちづくり」を基本方針として、 市が取り組む方向性を示す5年間 (令和8年度～令和
12年度)の計画です。
問�健康福祉政策課　 ・有（582）1123　 （582）1138 ホームページ

ホームページ

守山市地域農業振興計画(マスタープラン)の改定
　本市の農業の目指すべき姿や方向性を定め、地域農業の活性化を図るための指針となる計画です。
　現行の計画が令和７年度に目標年度を迎えることから、令和12年度を新たな目標年度と
し、農業者の減少や高齢化の深刻化、農業用資材の高騰、気候変動による猛暑や自然災害
の発生など、近年の農業を取り巻く環境の変化に対応するものとして計画を改定します。
問�農政課　 ・有（582）1130　 （582）6947 ホームページ

意見提出フォーム
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時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）　￥費用（記載のないものは無料）
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話　HPホームページ　DLダウンロード可

https://www.city.moriyama.lg.jp/kurashitetsuzuki/1009226/1013994.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/1002072/1002180/1013941.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/1002072/1002180/1013898.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/1002072/1002180/1013867.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE11k_RDWoIo60jvzK6TcjvX2bBZ38gmfz7J2fwCyU-0Hm1w/viewform

